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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を 

冷却するための設備【45 条】 

基準適合への対応状況 
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5.7 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備 

5.7.1 概 要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処設備を

設ける。 

また，想定される重大事故等時において，設計基準事故対処設備である原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，重大事故等対処

設備として使用する。 

原子炉隔離時冷却系については，「5.3 原子炉隔離時冷却系」に示す。 

高圧炉心スプレイ系については，「5.2 非常用炉心冷却系」に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

の系統概要図を第 5.7－1 図から第 5.7－4 図に示す。 

5.7.2 設計方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

のうち，原子炉を冷却するための設備として，以下の対策及び重大事故等対

処設備（高圧代替注水系による原子炉注水，全交流動力電源喪失時及び

所内常設直流電源系統喪失時の原子炉注水，全交流動力電源喪失時に

おける原子炉隔離時冷却系の復旧並びに監視及び制御）を設ける。 

また，原子炉への高圧注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できな

い場合の事象進展抑制のため，重大事故等対処設備（ほう酸水注入系

による原子炉注水）を設ける。 
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(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による原子炉注水 

(a) 中央制御室からの高圧代替注水系起動 

原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプの故障等

により，原子炉への注水機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

（中央制御室からの高圧代替注水系起動）として，高圧代替注水系の

常設高圧代替注水系ポンプ及びサプレッション・プールを使用する。 

サプレッション・プールを水源とする常設高圧代替注水系ポンプは，

原子炉隔離時冷却系を介して，原子炉圧力容器へ注水できる設計とす

る。常設高圧代替注水系ポンプは蒸気タービン駆動のポンプとし，原

子炉で発生する主蒸気系からの蒸気にて駆動できる設計とする。 

高圧代替注水系は，蒸気系の流路として，主蒸気系，原子炉隔離時

冷却系及び高圧代替注水系の配管及び弁を使用する設計とする。 

高圧代替注水系は，注水系の流路として，高圧炉心スプレイ系，高

圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の配管及び弁を使用する設計と

する。 

高圧代替注水系電動弁の電源は，常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電

源車又は常設代替直流電源設備である緊急用直流 125V 蓄電池から給

電可能な設計とする。 

常設高圧代替注水系ポンプは，中央制御室からの遠隔操作により起

動可能な設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要とな
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る水の供給設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・緊急用直流 125V 蓄電池（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等

対処設備として使用する。 

(b) 現場手動操作による高圧代替注水系起動 

原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプの故障等

により，原子炉への注水機能が喪失し，かつ中央制御室から高圧

代替注水系を起動できない場合の重大事故等対処設備（現場手

動操作による高圧代替注水系起動）として，常設高圧代替注水系ポ

ンプ及びサプレッション・プールを使用する。 

常設高圧代替注水系ポンプは蒸気タービン駆動ポンプとし，原子炉

で発生する主蒸気系からの蒸気にて駆動できる設計とする。 

流路については，「(a) 中央制御室からの高圧代替注水系起動」

と同じである。 

常設高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系の蒸気系電動弁を現

場において人力で開操作することにより蒸気タービンに蒸気を供給し，

ポンプの起動が可能な設計とする。これらにより，高圧代替注水が必

要な期間にわたって運転が継続できる設計とする。蒸気系電動弁の現

場での人力操作は容易に行える設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要とな
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る水の供給設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等

対処設備として使用する。 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ．全交流動力電源喪失時及び所内常設直流電源喪失時の原子炉の

冷却 

(a) 中央制御室からの高圧代替注水系起動 

全交流動力電源喪失時及び所内常設直流電源系統の喪失により，原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉注水ができな

い場合の重大事故等対処設備（中央制御室からの高圧代替注水系起

動）は「5.7.2 (1) ａ．(a) 中央制御室からの高圧代替注水系起動」

と同じである。 

(b) 現場手動操作による高圧代替注水系起動 

全交流動力電源喪失時及び所内常設直流電源系統が喪失し，さらに

中央制御室から高圧代替注水系を起動できない場合の重大事故

等対処設備（現場手動操作による高圧代替注水系起動）は「5.7.2 

(1) ａ．(b) 現場手動操作による高圧代替注水系起動」と同じである。 

ｂ．全交流動力電源喪失時における原子炉隔離時冷却系の復旧 

(a) 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失した場合を想定した重大事故等対処設

備（代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電）とし

て，常設代替交流電源設備の常設代替高圧電源装置，原子炉隔

離時冷却系ポンプ及びサプレッション・プールを使用する。 

常設代替高圧電源装置が使用できない場合は，可搬型代替交

流電源設備の可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を使用し
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原子炉隔離時冷却系を復旧することで，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧が可能な設計とする。また，可搬型設備用軽油タ

ンク及びタンクローリを使用し可搬型代替低圧電源車に燃料を

補給することで，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉

圧力容器への注水手段が整うまでの間，原子炉隔離時冷却系を

運転継続できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・可搬型整流器（10.2 代替電源設備） 

・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備） 

・タンクローリ（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等

対処設備として使用する。 

(b) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

常設所内直流電源系統が喪失した場合を想定した重大事故等

対処設備（代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電）

として，常設代替直流電源設備の緊急用直流 125V 蓄電池，原

子炉隔離時冷却系ポンプ及びサプレッション・プールを使用す

る。緊急用直流 125V 蓄電池が使用できない場合は，可搬型代

替交流電源設備の可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器を使用

し原子炉隔離時冷却系を復旧することで，原子炉冷却材圧力バ

45条-5 5



5.7-6 

ウンダリの減圧が可能な設計とする。また，可搬型設備用軽油

タンク及びタンクローリを使用し，可搬型代替低圧電源車へ燃

料を補給することで，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原

子炉圧力容器への注水手段が整うまでの間，原子炉隔離時冷却

系を運転継続できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・可搬型整流器（10.2 代替電源設備） 

・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備） 

・タンクローリ（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等

対処設備として使用する。 

 (3) 原子炉隔離時冷却系又は高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

ａ． 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

設計基準事故等対処設備である原子炉隔離時冷却系が健全な場合の

重大事故等対処設備（原子炉隔離時冷却系による原子炉注水）として，

原子炉隔離時冷却系ポンプ及びサプレッション・プールを使用する。 

サプレッション・プールを水源とする原子炉隔離時冷却系ポ

ンプは，原子炉隔離時冷却系を介して，原子炉圧力容器へ注水でき

る設計とする。原子炉隔離時冷却系ポンプは，蒸気タービン駆
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動のポンプを原子炉圧力容器内で発生する蒸気にて駆動できる設計

とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等

対処設備として使用する。 

ｂ． 高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

設計基準事故等対処設備である高圧炉心スプレイ系が健全な場合の

重大事故等対処設備（高圧炉心スプレイ系による原子炉注水）として，

高圧炉心スプレイ系ポンプ，サプレッション・プール，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプを使用する。 

サプレッション・プールを水源とする高圧炉心スプレイ系ポンプは，

高圧炉心スプレイ系を介して原子炉圧力容器へ注水できる設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ポンプは，非常用交流電源設備の高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機より給電できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 

・サプレッション・プール（9.12 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

その他，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプの流路
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として，非常用取水設備である貯留堰及び取水路を使用する。 

設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等対処設備

として使用する。 

(4) 監視及び制御に用いる設備 

ａ．監視及び制御 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で原子炉を冷却する

場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設備（監視及び制

御）として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原

子炉水位（ＳＡ広帯域），原子炉水位（ＳＡ燃料域），原子炉圧

力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量及びサプレッ

ション・プール水位を使用する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位

（ＳＡ広帯域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）は原子炉の保有水

量を監視又は推定できる設計とする。 

原子炉圧力及び原子炉圧力（ＳＡ）は原子炉圧力を監視又は推

定できる設計とする。 

高圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プール水位は原

子炉圧力容器へ注水するための常設高圧代替注水系ポンプの作動

状況を確認できる設計とする。 

具体的なパラメータは，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（6.5 計装設備（重大事故等対処設

備）） 

・原子炉水位（燃料域）（6.5 計装設備（重大事故等対処設

備）） 
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・原子炉水位（ＳＡ広帯域）（6.5 計装設備（重大事故等対処

設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域）（6.5 計装設備（重大事故等対処

設備）） 

・サプレッション・プール水位（6.5 計装設備（重大事故等対

処設備）） 

・原子炉圧力（6.5 計装設備（重大事故等対処設備）） 

・原子 炉圧力 （Ｓ Ａ）（ 6.5 計装設 備（重 大事故 等対 処設

備）） 

・高圧代替注水系系統流量（6.5 計装設備（重大事故等対処設

備）） 

(5) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による原子炉注水 

常設高圧代替注水系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ポンプの故障等により，原子炉圧力容器への高

圧注水機能が喪失し，原子炉水位を維持できない場合の重大事故

等対処設備（ほう酸水注入系による原子炉注水）として，ほう酸

水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクを使用する。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプは，ほう

酸水注入系統を介してほう酸水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器

に注水することで，重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

ほう酸水注入系は，「6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」と同じである。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入ポンプ（6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を
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未臨界にするための設備） 

・ほう酸水貯蔵タンク（6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための設備） 

・常設代替高圧電源装置（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替低圧電源車（10.2 代替電源設備） 

・可搬型整流器（10.2 代替電源設備） 

・可搬型設備用軽油タンク（10.2 代替電源設備） 

・タンクローリ（10.2 代替電源設備） 

その他，設計基準事故対処設備である原子炉圧力容器を重大事故等対

処設備として使用する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，ほう酸

水注入ポンプ，サプレッション・プール及び原子炉圧力容器は，設

計基準事故対処設備であるとともに，重大事故等時においても使用

するため，「1.1.7 重大事故等対処設備に関する基本方針」に示す

設計方針を適用する。ただし，多様性及び位置的分散等を考慮すべ

き対象の設計基準事故対処設備はないことから，「1.1.7 重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち多様性，位置的分散等の設計

方針は適用しない。 

サプレッション・プールについては，「9.12 重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備」に示す。 

常設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車，緊急用直流

125V 蓄電池，可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器，可搬型設備

用軽油タンク及びタンクローリについては，「10.2 代替電源設

備」に示す。 
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原子炉水位計（広帯域），原子炉水位計（燃料域），原子炉水位

計（ＳＡ広帯域），原子炉水位計（ＳＡ燃料域），原子炉圧力計，

原子炉圧力計（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量計及びサプレッシ

ョン・プール水位計は，「6.5 計装設備（重大事故等対処設備）」

に示す。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクについては，「6.8 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備」に示

す。 

5.7.2.1 多様性及び位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

常設高圧代替注水系ポンプは，蒸気タービン駆動とすることで，電

動機駆動による高圧炉心スプレイ系ポンプに対し多様性を有する設計

とする。 

常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内の原子炉隔離

時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプと異なる区画に設置す

ることで，原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプ

と位置的分散を図る設計とする。 

高圧代替注水系による原子炉注水は，サプレッション・プールから

原子炉圧力容器へ注水する原子炉隔離時冷却系配管との合流部まで，

原子炉隔離時冷却系ポンプを使用する系統に対して独立した設計とす

る。また，サプレッション・プールから原子炉圧力容器へ注水する高

圧炉心スプレイ系配管は高圧代替注水系と異なった流路とし，高圧炉

心スプレイ系ポンプを使用する系統に対して独立した設計とする。 
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常設高圧代替注水系ポンプのタービンを駆動させるための蒸気と原

子炉隔離時冷却系ポンプのタービンを駆動させるための蒸気は，共通

の配管から分岐することから，原子炉隔離時冷却系側の蒸気配管で蒸

気流出が継続するような不具合（原子炉隔離時冷却系トリップ・スロ

ットル弁が開状態から動作不能になった場合や，配管機能が喪失した

場合）が発生した場合においても，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め

弁を中央制御室から閉操作することで，常設高圧代替注水系ポンプ側

へ十分な蒸気が供給できる設計とする。 

高圧代替注水系の蒸気系電動弁については，原子炉隔離時冷却系の

蒸気系電動弁と共通要因によって同時に機能を損なわないよう常設高

圧代替電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急用直流 125V 蓄電池

により給電できる多様性を有する設計とする。また，中央制御室から

の遠隔操作ができない場合であっても，現場での人力操作を可能とす

ることで，電動駆動に対し多様性を有する設計とする。 

 常設高圧代替注水系ポンプは冷却水を自己冷却とすることで，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプにより冷却する高圧炉

心スプレイ系ポンプ及び自己冷却である原子炉隔離時冷却系ポンプに

対して多様性を有する設計とする。 

5.7.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

高圧代替注水系による原子炉注水に使用する常設高圧代替注水系ポン
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プは，通常待機時の隔離された状態から弁操作等により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷却に使用する原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ及びサプレッション・プールは，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷却に使用する高圧炉心スプレイ系ポ

ンプ及びサプレッション・プールは，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5.7.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

高圧代替注水系による原子炉注水として使用する常設高圧代替注水系ポン

プは，原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷を防止するために必要な原子炉注

水量に対して，十分なポンプ流量を確保できる設計とする。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水として使用する原子炉隔離時冷却系

ポンプは，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量が，原子炉を冷却

し，炉心の著しい損傷を防止するために必要な原子炉注水量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

高圧炉心スプレイ系による原子炉注水として使用する高圧炉心スプレイ系

ポンプは，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量が，原子炉を冷却

し，炉心の著しい損傷を防止するために必要な原子炉注水量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 
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原子炉隔離時冷却系による原子炉注水及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉注水として使用するサプレッション・プールは，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を

防止するために必要な原子炉注水量に対して十分であるため，設計基準事故

対処設備と同仕様で設計する。 

ほう酸水注入ポンプの流量及びほう酸水貯蔵タンクの容量については，

「6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備」で示す。 

5.7.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

常設高圧代替注水系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレ

イ系ポンプ及びほう酸水注入ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，重

大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮した設計とす

る。 

常設高圧代替注水系ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレ

イ系ポンプ及びほう酸水注入ポンプは，中央制御室から操作可能な設計とす

る。 

また，中央制御室からの操作により常設高圧代替注水ポンプを起動できな

い場合に現場で操作する弁は，操作場所の放射線量が高くならないよう考慮

した場所に設置する設計とする。 

5.7.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

常設高圧代替注水系ポンプ及びサプレッション・プールを使用した常設高
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圧代替注水系による原子炉注水を行う系統は，中央制御室のスイッチ操作に

より確実に起動できる設計とする。また，高圧代替注水系を中央制御室から

操作ができない場合であっても，現場にて弁を人力で操作することにより高

圧代替注水系を運転可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ，サプレッション・プールを使用した原子炉隔

離時冷却系による原子炉注水を行う系統は，重大事故等が発生した場合で

も，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で使用できる

設計とする。原子炉隔離時冷却系ポンプは中央制御室のスイッチ操作で起動

可能な設計とする。 

5.7.3 主要設備及び仕様 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための設備の主要

設備及び仕様を第 5.7－1 表に示す。 

5.7.4 試験及び検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性について」に示

す。 

高圧代替注水系による原子炉注水に使用する常設高圧代替注水系ポンプ及

び弁は，他系統と独立した試験系統又は通常時の系統構成により機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とし，分解が可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水に使用する原子炉隔離時冷却系ポン

プは，他系統と独立した試験系統又は通常時の系統構成により機能・性能及

び漏えいの有無の確認が可能な設計とし，分解が可能な設計とする。 

高圧炉心スプレイ系による原子炉注水に使用する高圧炉心スプレイ系ポン

プは，他系統と独立した試験系統又は通常時の系統構成により機能・性能及
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び漏えいの有無の確認が可能な設計とし，分解が可能な設計とする。 
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第 5.7－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備の主要仕様 

 (1) 常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型 式         うず巻形 

個 数         1 

容 量         約 136m3／h 

全 揚 程         約 882m 

最高使用圧力         10.35MPa[gage] 

最高使用温度         120℃ 

(2) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

主要仕様については，「5.3 原子炉隔離時冷却系」に示す。 

(3) 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

主要仕様については，「5.2 非常用炉心冷却系」に示す。 

(4) サプレッション・プール 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための
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設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

主要仕様については，「9.12 重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備」に示す。 

(5) ほう酸水注入ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

主要仕様については，「6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備」に示す。 

(6) ほう酸水貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備 
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・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

   主要仕様については，「6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための設備」に示す。 
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第 5.7－1 図 高圧代替注水系系統概要図 
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第 5.7－2 図 原子炉隔離時冷却系系統概要図 
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第 5.7－3 図 高圧炉心スプレイ系系統概要図 
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第 5.7－4 図 ほう酸水注入系系統概要図 
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